
平成 29 年度 

阿賀川大規模氾濫に関する減災対策協議会 

 

次 第 

 

 

日時 平成 29 年 4 月 26 日（水）14:30～16:00 

場所 阿賀川河川事務所 １F会議室 

 

 

 

１．開会の挨拶 

   阿賀川河川事務所長 

 

２．議事 

１）幹事会の報告 

・規約の改正について 【資料１】 

・「水防災意識社会 再構築ビジョン」に基づく 

阿賀川流域の減災に係る各機関の取組について 【資料２】 

 

２）話題提供 

「タイムライン」に活用する防災気象情報（福島地方気象台） 【資料３】 

 

３．閉会 
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資料－１ 

阿賀川大規模氾濫に関する減災対策協議会 規約（案）  
 

（名称） 

第１条 この会議は、「阿賀川大規模氾濫に関する減災対策協議会」（以下「協議会」とい

う。）と称する。 

 

（目的） 

第２条 協議会は、平成２７年９月関東・東北豪雨により大規模な浸水被害が発生したこ

とを踏まえ、河川管理者、県、市町村等が連携・協力して、減災のための目標を共有し、

ハード対策とソフト対策を一体的、計画的に推進することにより、阿賀川流域において

氾濫が発生することを前提として社会全体で常に洪水に備える「水防災意識社会」を再

構築することを目的とする。 

 

（協議会の構成） 

第３条 協議会は、別表１の職にある者をもって構成する。 

２ 協議会の運営、進行及び招集は事務局が行う。 

３ 事務局は、第１項によるもののほか、協議会構成員の同意を得て、必要に応じて別表

１の職にある者以外の者（学識経験者等）の参加を協議会に求めることができる。 

 

（幹事会の構成） 

第４条 協議会に幹事会を置く。 

２ 幹事会は、別表２の職にある者をもって構成する。 

３ 幹事会の運営、進行及び招集は事務局が行う。 

４ 幹事会は、協議会の運営に必要な情報交換、調査、分析、減災対策等の各種検討、調

整を行うことを目的とし、結果について協議会へ報告する。 

５ 事務局は、第２項によるもののほか、幹事会構成員の同意を得て、必要に応じて別表

２の職にある者以外の者（学識経験者等）の参加を幹事会に求めることができる。 

 

（協議会の実施事項） 

第５条 協議会は、次の各号に掲げる事項を実施する。 

 一 洪水の浸水想定等の水害リスク情報を共有するとともに、各構成員がそれぞれ又は

連携して実施している現状の減災に係る取組状況等について共有する。 

 二 円滑かつ迅速な避難、的確な水防活動及び円滑かつ迅速な氾濫水の排水を実現する

ために各構成員がそれぞれ又は連携して取り組む事項をまとめた地域の取組方針を作

成し、共有する。 

 三 毎年、協議会を開催するなどして、地域の取組方針に基づく対策の実施状況を確認

する。また、本協議会等を中心として、毎年出水期前にトップセミナーや堤防の共同

点検等を実施し、状況の共有を図る。 

四 その他、大規模氾濫に関する減災対策に関して必要な事項を実施する。 



 

 

資料－１ 

 

（会議の公開） 

第６条 協議会は、原則として報道機関を通じて公開とする。ただし、審議内容によって

は、協議会に諮り、非公開とすることができる。 

２ 幹事会は、原則非公開とし、幹事会の結果を協議会へ報告することにより公開と見な

す。 

 

（協議会資料等の公表） 

第７条 協議会に提出された資料等については速やかに公表するものとする。ただし、個

人情報等で公開することが適切でない資料等については、協議会の了解を得て公表しな

いものとする。 

２ 協議会の議事については、事務局が議事概要を作成し、出席した委員の確認を得た後、

公表するものとする。 

 

（事務局） 

第８条 協議会の庶務を行うため、事務局を置く。 

２ 事務局は、北陸地方整備局阿賀川河川事務所（管理課）が行う。 

 

（雑則） 

第９条 この規約に定めるもののほか、協議会の議事の手続きその他運営に関し必要な事

項については、協議会で定めるものとする。 

 

（附則） 

第１０条 本規約は、平成２８年 ５月１３日から施行する。 

本規約は、平成  年  月  日から施行する。 

  



 

 

資料－１ 

別表－１ 

 

機  関  名 代 表 者 

会 津 若 松 市 市 長 

喜 多 方 市  市 長 

会 津 坂 下 町 町 長 

会 津 美 里 町 町 長 

湯 川 村 村 長 

福島県 災 害 対 策 課 課 長 

福島県 河 川 計 画 課 課 長 

福島県 会津若松建設事務所 所 長 

福島県 喜多方建設事務所 所 長 

福 島 地 方 気 象 台  台 長 

北陸地方整備局 阿賀川河川事務所 所 長 

 

 

  



 

 

資料－１ 

別表－２ 

 

所     属 幹 事 名 

会 津 若 松 市 危 機 管 理 課 長 

喜 多 方 市  生 活 防 災 課 長 

会 津 坂 下 町 総 務 課 長 

会 津 美 里 町 く ら し 安 心 課 長 

湯 川 村 総 務 課 長 

福島県 災 害 対 策 課 副 課 長 

福島県 河 川 計 画 課 副 課 長 

福島県 会津若松建設事務所 主幹兼企画管理部長 

福島県 喜多方建設事務所 主幹兼企画管理部長 

福 島 地 方 気 象 台  防 災 管 理 官 

北陸地方整備局 阿賀川河川事務所 副 所 長 （ 技 術 ） 

 

 



協議会事務局 
（阿賀川河川事務所管理課） 

170426 
 

阿賀川大規模氾濫に関する減災対策協議会 

今後の予定（案） 
１）開催状況 

H28 年 4 月 28 日 第 1 回幹事会  趣旨説明 設立準備 
H28 年 5 月 13 日 第 1 回協議会  設立 
H28 年 8 月 9 日  第 2 回幹事会  取組方針（案）の検討 
H28 年 8 月 29 日  第 2 回協議会  取組方針の決定 
H29 年 2 月 9 日  作業部会    取組方針の実施状況の確認等 
 
H29 年 4 月 29 日 第 1 回幹事会 取組状況の確認・調整 

 
２）H２９～３２年度 

① 協議会  
実施時期：年 1 回（年度当初の 4 月頃実施） 
実施内容：当該年度の取組方針の決定 

② 幹事会 
実施時期：年 1 回（年度末の 2 月頃実施） 
実施内容：当該年度の反省点の確認・次年度の取組方針の検討 

③ 事務レベル打合せ 
実施時期：適宜開催 
実施内容：他市町村への広域避難計画の検討・策定、広域避難を考慮したハ

ザードマップの作成、広域避難計画の検討・策定等の検討時期 
④ 定期的に実施状況を確認（4 月・11 月） 

会議とは別に出水期前・後の時期に取組状況の情報共有を実施 
 

 

各機関の取組状況の把握 会議配置 

集約方法 集約時期 
事務レベル打

合せ 
幹事会 協議会 

所定の様式により集約 ４月・１１月 適宜開催 ２月 ４月 

資料－２ 



「水防災意識社会　再構築ビジョン」に基づく
　　　　　阿賀川流域減災に係る各機関の取組について

資料－２



○概ね５年で実施する取組

具体的な取組

１．ハード対策の主な取組

■洪水を河川内で安全に流す対策

　・築堤
　・河道掘削
　・侵食対策
　・浸透対策

24,25,
26

引き続き
実施

○ ○

■避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備

①新技術を活用した水防
資機材の検討及び配備

19,20
引き続き

実施
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

②円滑な避難活動や水防
活動を支援するため、
CCTVカメラ、簡易水位計
や量水標等の設置

13,16
H28年度

から順次整備
○

２．ソフト対策の主な取組　①「安全な場所への確実な避難」に向けた、円滑かつ迅速な避難のための取組

■情報伝達、避難計画等に関する取組

①リアルタイムの情報提供
やプッシュ型情 報の発信
など防災情報の充実

9,10,
11,12,

13

引き続き
実施

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 活用

②避難勧告等の発令に着
目した防災行動計画（タイ
ムライン）の整備及び検証
と改善

3,8 順次実施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

⑤参加市町村による広域
避難計画の策定及び支援

4,5
平成28年度

から順次実施
○ ○ ○ ○ ○ ○

⑥広域的な避難計画等を
反映した新たな洪水ハザー
ドマップの策定・周知

4,5,
6

H28年度
から順次実施

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 活用

⑦水位予測の検討及び精
度の向上

2
H28年度
から検討

○

⑧気象情報発信時の「危険
度の色分け」や「警報級の
現象」等の改善

13
H29年度
から実施

○ 活用

○

湯川村
会津美里

町

③想定最大規模も含めた
破堤点別浸水想定区域
図、 家屋倒壊等氾濫想定
区域の公表（浸水ナビ等に
よる公表）

4,5,
6

H28年度
から順次実施

○ ○

福島県
福島地方
気象台

会津若松
市

喜多方市
会津坂下

町
事項

具体的な取組の柱
課題の
対応

④立ち退き避難が必要な
区域及び避難方法の検討

4,5,
6,8,
14

○ ○

地域住民

H28年度
から順次実施

○ ○ ○○

目標時期
実施する機関

北陸地整

活用

資料－２ ○概ね５年で実施する取組

具体的な取組
湯川村

会津美里
町

福島県
福島地方
気象台

会津若松
市

喜多方市
会津坂下

町
事項

具体的な取組の柱
課題の
対応

地域住民目標時期
実施する機関

北陸地整

資料－２

２．ソフト対策の主な取組　①「安全な場所への確実な避難」に向けた、円滑かつ迅速な避難のための取組

■平時から住民等への周知・教育・訓練に関する取組

①自治会や地域住民が参
加した洪水に対するリスク
の高い箇所の共同点検の
実施

1
順次毎年

実施
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 参加

②小中学校等における水
災害教育を実施

1
引き続き

実施
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 参加

③出前講座等を活用し、水
防災等に関する説明会を
開催

1,15
引き続き

実施
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 参加

④まるごとまちごとハザード
マップを整備

4,6,
12

順次実施 ○ 活用

⑤効果的な「水防災意識社
会」の再構築に役立つ広報
や資料を作成・配布

7,11,
12

Ｈ28年度
から順次実施

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 活用

⑥住民の防災意識を高め、
地域の防災力の向上を図
るための自主防災組織の
充実

14
引き続き

実施
○ ○ ○ ○ ○ 参加

２．ソフト対策の主な取組　②洪水氾濫による被害の軽減及び避難時間の確保のための水防活動等の取組

■水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する取組

①水防団等への連絡体制
の確認と首長も参加した実
践的な情報伝達訓練の実
施

17
引き続き
毎年実施

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 参加

②自治体関係機関や水防
団が参加した洪水に対する
リスクの高い箇所の合同巡
視の実施

16,17
引き続き
毎年実施

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

③毎年、関係機関が連携し
た水防実働訓練等を実施

19,20
引き続き
毎年実施

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 参加

④水防活動の担い手となる
水防団・水防協力団体の募
集・指定を促進

18,20
引き続き
毎年実施

○ ○ ○ ○ ○ 参加

⑤国・県・自治体職員等を
対象に、水防技術講習会を
実施

19
引き続き

実施
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

⑥大規模災害時の復旧活
動の拠点等配置計画の検
討を実施

21
H28年度
から検討

○

■要配慮者利用施設や大規模工場等の自衛水防の推進に関する取組

①要配慮者利用施設によ
る避難確保計画の作成に
向けた支援を実施

14
引き続き

実施
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 参加

②大規模工場等への浸水
リスクの説明と水害対策等
の啓発活動

12
引き続き

実施
○ 活用



○概ね５年で実施する取組

具体的な取組
湯川村

会津美里
町

福島県
福島地方
気象台

会津若松
市

喜多方市
会津坂下

町
事項

具体的な取組の柱
課題の
対応

地域住民目標時期
実施する機関

北陸地整

資料－２

２．ソフト対策の主な取組　③社会経済活動を取り戻すための排水活動及び施設運用の強化

■救援・救助活動の効率化に関する取組

①大規模災害時の救援・救
助活動等支援のための拠
点等配置計画の検討を実
施

5,22
H28年度
から検討

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

■排水計画（案）の作成及び排水訓練の実施

①大規模水害を想定した
阿賀川排水計画（案）の検
討を実施

22,23
H28年度
から検討

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

②排水ポンプ車の出動要
請の連絡体制等を整備

23
引き続き
毎年実施

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

③関係機関が連携した排
水実働訓練の実施

24
引き続き
毎年実施

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



阿賀川大規模水害に関する減災目標を達成するための各機関の取組（案）　1／9

項目事項 内容
課題の
対応

実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期

１．ハード対策の主な取組

■洪水を河川内で安全に流す対策

　・築堤
　・河道掘削
　・侵食対策
　・浸透対策
　・洪水調節機能を有する
ダムの施設管理

24,25,
26

・防災拠点等の整備を検討
する。
・洪水を安全に流すための
ハード対策を推進する。

引き続き
実施

・洪水を安全に流すための
ハード対策を推進する。

引き続き
実施

H28年度の取組

・長井河道掘削
・宮古・佐野目弱小堤防対
策
・青津・浜崎浸透対策

・湯川、濁川、押切川、田付
川で河道掘削
・溷川で築堤、河道掘削

H29年度の予定

・長井河道掘削
・宮古・佐野目弱小堤防対
策
・青津・浜崎・遠田浸透対策

・湯川、濁川、押切川、田付
川、長瀬川の河道掘削
・長瀬川の築堤

■避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備

①新技術を活用した水防
資機材の検討及び配備

19,20

・水防連絡会にて水防倉庫
の備蓄材などの合同巡視
を実施
・新技術（水のう等）を活用
した資機材等の配備

・引き続
き実施

・H28年
度から検
討

・水防資機材の配備状況の
確認・整備

・引き続
き実施

・河川管理者や水防団と連
携し水防資機材の配備状
況の確認や新技術（水のう
等）整備を検討。

H29年度
から検討

・河川管理者と市・消防本
部・水防団等で資機材を確
認する。
・水防資機材の種類や数量
を検討する。

H29年度
から検討

・河川管理者と町・消防本
部・水防団等で資機材を確
認する。
・水防資機材の種類や数量
を検討する。

H28年度
から検討

・河川管理者と町・消防本
部・水防団（消防団）等で資
機材を確認する。
・水防資機材の種類や数量
を検討する。

H29年度
から検討

・水防資機材の種類や数量
を確認し、必要なものにつ
いては整備を行う。

H28年度
から検討

H28年度の取組

・水防連絡会として水防倉
庫の備蓄材などの合同巡
視を実施(塩川水防倉庫)
（6/14）

・水防資機材の配備状況の
確認・整備

・水防資機材の配備状況の
確認

・水防連絡会として水防倉
庫の備蓄材などの合同巡
視を実施(塩川総合支所水
防倉庫)（6/14）
・土のうステーションを設置
（旧喜多方市2ヶ所、各支所
1ヶ所ずつ）
各ステーションに100袋備
蓄

・使用資機材の補充 ・水防連絡会として水防倉
庫の備蓄材などの合同巡
視を実施(本郷水防倉庫)
（6/8）

・土のう袋の購入を実施

H29年度の予定

・水防連絡会にて水防倉庫
の備蓄材などの合同巡視
を実施

・水防資機材の配備状況の
確認・整備

・水のう整備を検討 ・UV土のう袋を購入し土の
うの補充

・使用資機材の補充 ・水防資機材の種類や数量
を検討する

・引き続き必要な資機材の
整備補充を予定。

②円滑な避難活動や水防
活動を支援するため、
CCTVカメラ、簡易水位計
や量水標等の設置

13,16

・簡易水位計の設置
・ＣＣＴＶカメラの設置

H28年度
から順次
整備

H28年度の取組

・H27簡易水位計設置済
（R29k)
・ＣＣＴＶカメラ２基設置（雨
屋、間宮）（全４４基）

H29年度の予定

減災のための取組項目（素案）
（概ね５年間）

北陸地整 福島県 福島地方気象台 喜多方市 会津坂下町会津若松市 湯川村会津美里町

資料－２
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減災のための取組項目（素案）
（概ね５年間）

北陸地整 福島県 福島地方気象台 喜多方市 会津坂下町会津若松市 湯川村会津美里町

資料－２

２．ソフト対策の主な取組　①「安全な場所への確実な避難」に向けた、円滑かつ迅速な避難のための取組

■情報伝達、避難計画等に関する事項

①リアルタイムの情報提供
やプッシュ型情報の発信な
ど防災情報の充実

9,10,
11,12,

13

・川の防災情報システムの
改良及びスマートフォンを
活用した情報発信
・プッシュ型の洪水予報等
の情報発信

順次
実施

・県のＨＰにて、河川水位、
雨量情報等を発信

引き続き
実施

・気象警報・注意報を発表
し、防災情報提供システム
等により現象ごとに警戒期
間、注意期間、ピーク時間
帯、雨量などの予想最大値
を周知
・必要に応じて、自治体に
情報伝達（ホットライン）を
実施

引き続き
実施

・登録制である市民向け防
災メールについて、更なる
普及のため周知・広報を実
施する。

・危険箇所の範囲や避難所
の位置を分かりやすく表示
する防災アプリについて開
発を予定。

引き続き
実施

H28年度
から開発
予定

・防災行政無線やコミュニ
ティーFMを使用し住民への
周知を行う。
　また、V－Lowマルチメ
ディア放送の導入に併せ、
防災情報の伝達手段として
検討していく。

H28年度
から検討

・防災行政無線（同報系）を
利用して洪水時のダム放流
情報や水位情報等を分か
りやすく伝える。

H28年度
から検討

・登録制メールについて、
更なる普及のため周知・広
報を実施する。

H29年度
から検討

・既存の登録制メールの普
及周知を図るほか、防災行
政無線の導入について検
討する。

H28年度
から検討

H28年度の取組

・県のＨＰ「河川流域総合情
報システム」にて、河川水
位、雨量情報等を発信

・防災気象情報改善に関す
る説明の実施及び試験配
信の実施
・新たな指数を活用した大
雨警報（浸水害）及び洪水
警報の改善（基準の見直
し）

・防災メール登録人数を増
加させ有効に使用

引き続き
実施

・実施計画策定 ・分かりやすい広報に努め
る

・町広報誌に繰り返し掲載
や、防災に関する説明会時
に周知。現在約570人登録

・登録制メール約１００人登
録

H29年度の予定

・プッシュ型の洪水予報等
の情報発信

H29.5か
らの予定

・県のＨＰ「河川流域総合情
報システム」にて、河川水
位、雨量情報等を発信

・表面雨量指数（仮称）を活
用した大雨警報（浸水害）
及び精緻化された流域雨
量指数等を用いた洪水警
報の運用

出水期前
を予定

・市のまちづくりアプリ内で
の防災機能の開発
・防災メールの周知活動継
続

・旧喜多方、塩川地区に受
信機器を年次計画により各
世帯配備

・分かりやすい広報に努め
る

・周知活動を継続し、登録
者を増やす。

・登録制メールについて
は、広報誌に定期的に掲載
し、周知を図る。防災行政
無線については、導入につ
いて検討する。

②避難勧告等の発令に着
目した防災行動計画（タイ
ムライン）の整備及び検証
と改善

3,8

・出水後におけるタイムライ
ンの検証と改善
・市町村のタイムライン策定
に係る支援を行う
・必要に応じて、水位情報
等の提供など

順次実施 ・市町村が作成するタイム
ラインに必要な水位情報等
の提供など

順次実施 ・市町村のタイムライン策定
に係る支援を行う

・ホットラインのタイミングや
庁内の体制などについて、
河川事務所、県と連携をと
りつつタイムラインを改善。

順次実施 ・タイムラインの策定を行
う。

H29年度
から実施

・防災会議において、避難
行動計画等の改訂等をふ
まえ、タイムラインの整備を
行う。

H28年度
から実施

・タイムラインを盛り込んで
いる避難勧告等の判断・伝
達マニュアルの改正

H29年度
から実施

・防災計画の修正に併せ
て、整備する。

H28年度
から検討

H28年度の状況

・9/7タイムライン作業部会
（勉強会）開催
・11月各市町村毎にタイム
ライン策定打合実施

・今年度出水なし ・市町村の要請により、タイ
ムライン検討会等への職員
の派遣

・土砂災害についても検討
中

順次実施 ・3月（案）を作成 ・H28年8月25日内部決裁
仮運用
・H29年3月16日防災会議
で審議予定

・避難勧告等の判断・伝達
マニュアルを作成し、その
中にタイムラインを盛り込ん
だ。

・H29.2月に案を作成。

H29年度の予定

・出水後におけるタイムライ
ンの検証と改善

・出水時に適切な情報提供
を行う。

・市町村タイムライン検討会
等への職員を派遣するなど
タイムライン策定を支援す
る。

・H29年度試験運用、修正、
正式決定

・随時見直しを行う ・タイムラインを含めた避難
判断マニュアルを来年度出
水期までに見直す。

・H29年4月に内部決済。避
難行動マニュアルとセットで
策定

H28年度の取組

・阿賀川洪水浸水想定区域
図の策定・公表
・日橋川洪水浸水想定区域
図の策定・公表
・家屋倒壊等氾濫想定区域
図を作成し自治体へ提供

H29年度の予定

・想定最大規模降雨の阿賀
川氾濫シミュレーションの
公表
・想定最大規模降雨の日橋
川氾濫シミュレーションの
公表

・湯川、古川、宮川、長瀬川
についてH29年度から想定
最大規模を含めた浸水想
定区域図、家屋倒壊等氾
濫想定区域図作成
・喜多方市、田付川はH30
年度

・想定最大規模も含めた浸
水想定区域図や家屋倒壊
等氾濫想定区域等の公表
を行う。

H29年度
以降検討

③想定最大規模も含めた
破堤点別浸水想定区域
図、 家屋倒壊等氾濫 想定
区域の公表（浸水ナビ等に
よる公表）

4,5,
6

・阿賀川洪水浸水想定区域
図の策定・公表
・日橋川洪水浸水想定区域
図の策定・公表
・家屋倒壊等氾濫想定区域
図を作成し自治体へ提供
・想定最大規模降雨の阿賀
川氾濫シミュレーションの
公表
・想定最大規模降雨の日橋
川氾濫シミュレーションの
公表

H28年度
から実施
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減災のための取組項目（素案）
（概ね５年間）

北陸地整 福島県 福島地方気象台 喜多方市 会津坂下町会津若松市 湯川村会津美里町

資料－２

２．ソフト対策の主な取組　①「安全な場所への確実な避難」に向けた、円滑かつ迅速な避難のための取組

■情報伝達、避難計画等に関する取組

H28年度の取組

・浸水想定区域の浸水深、
浸水継続時間及び家屋倒
壊危険区域の公表

・避難等のプランニングマッ
プの運用・拡充

H29年度の予定

・浸水想定区域の浸水深、
浸水継続時間及び家屋倒
壊危険区域の公表

・H29年度に見直しを行い、
危険区域の住民説明会を
開催。

・宮川浸水想定区域確定後
避難計画の見直しを行う

・家屋倒壊等氾濫想定区域
等において、丈夫で高い建
物を所有している企業等と
協定を締結する

・ハザードマップ作成に併
せて、確認作業を行う。

⑤参加市町村による広域
避難計画の策定及び支援

4,5

・作成に必要な情報の提供
及び策定を支援

H28年度
から順次
実施

・作成に必要な情報の提供
及び策定を支援（県道路管
理課ホームページでの冠
水危険箇所公表など）

引き続き
実施

・作成に必要な情報の提供
及び策定を支援

H28年度
から順次
実施

・想定最大規模での浸水深
及び家屋倒壊危険区域等
により広域避難の現実性に
ついて検討する。

H29年度
以降検討

隣接する市町間で、浸水想
定を考慮し、広域避難体制
の整備を行う。

H29年度
以降検討

隣接する市町間で、浸水想
定を考慮し、広域避難体制
の整備を行う。

H28年度
以降検討

H28年度の取組
・上記のとおり、情報提供を
行っている。

・両沼管内市町村広域連携
協定締結済

H29年度の予定
・引き続き情報提供を行う。 ・浸水想定の見直しを踏ま

えて近隣市町村との協議を
H29年度 ・宮川浸水想定区域確定後

避難計画の見直しを行う
・広域避難体制の整備を検
討する。

・想定最大規模での浸水深
及び家屋倒壊危険区域等
により避難計画を見直し、
立ち退き避難が必要な区
域を検討。
・垂直避難等、柔軟な避難
方法の検討。

H29年度
以降検討

・浸水想定区域図等の公表
後に立ち退き避難が必要な
区域及び避難方法を検討
する。

H29年度
以降検討

H29年度
以降検討

・浸水深、浸水継続時間及
び家屋倒壊危険区域等よ
り、立ち退き避難が必要な
区域を検討する。
・想定最大規模での浸水深
により避難計画の見直し整
理

○広域避難の他に垂直避
難等、柔軟な避難方法の検
討
・家屋倒壊等氾濫想定区域
における頑丈で高い建物等
での屋内安全確保等、柔軟
な避難方法の検討
・避難路、その他の避難経
路の検討

H29年度
以降検討

④立ち退き避難が必要な
区域及び避難方法の検討

・浸水想定区域の浸水深、
浸水継続時間及び家屋倒
壊危険区域の情報提供を
行う。

4,5,
6,8,
14

H28年度
から実施

・浸水想定区域の浸水深、
浸水継続時間及び家屋倒
壊危険区域の情報提供を
行う。

・浸水深、浸水継続時間及
び家屋倒壊危険区域等よ
り、立ち退き避難が必要な
区域を検討する。

○広域避難の他に垂直避
難等、柔軟な避難方法の検
討
・家屋倒壊等氾濫想定区域
における頑丈で高い建物等
での屋内安全確保等、柔軟
な避難方法の検討
・避難路、その他の避難経
路の検討

H28年度
以降検討

・避難所ごとに水害時の浸
水深や避難の可否につい
て確認を行う。

H29年度
以降検討
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減災のための取組項目（素案）
（概ね５年間）

北陸地整 福島県 福島地方気象台 喜多方市 会津坂下町会津若松市 湯川村会津美里町

資料－２

⑥広域的な避難計画等を
反映した新たな洪水ハ
ザードマップの策定・周知

4,5,
6

・ハザードマップポータルサ
イトの周知と活用を促進

H28年度
から実施

・水位周知河川である湯
川・宮川・田付川の３河川
について、想定最大規模で
の浸水想定区域図等の作
成を行う。

H29年度
以降実施

・想定最大規模での浸水深
等に対応したハザードマッ
プの見直しを行う。

H29年度
以降検討

・洪水ハザードマップの見
直しを行い、該当地区の世
帯全へ配布により周知す
る。

H29年度
以降検討

・防災マップを全戸配布した
ものの、生かされていない
点が見受けられるので、周
知・徹底を図る。

H28年度
以降検討

・洪水・土砂災害ハザード
マップの見直しを行い、全
戸配布により周知する。

H29年度
以降検討

・新たな浸水想定区域に対
応した洪水ハザードマップ
の策定と住民への周知・広
報を実施する。

H28年度
以降検討

H28年度の取組

・改定済み ・磐梯山火山泥流被害を想
定した火山ハザードマップ
を関係市町村と協同で策定
した。

H29年度の予定

・湯川、古川、宮川、長瀬
川、田付川について想定最
大規模の浸水想定区域図
等の作成を行う

・日橋川及び阿賀川の最大
浸水想定区域図をもとにハ
ザードマップを作成

・日橋川及び阿賀川の最大
浸水想定区域図をもとにハ
ザードマップを作成
・磐梯山火山泥流災害に伴
う防災マップを作成

・県宮川等を含め想定最大
はH33

・ハザードマップ見直しを行
う（県区間の想定最大での
浸水想定区域が完成後再
改定予定）

・磐梯山火山泥流災害も含
めたハザードマップの見直
しを行う（県区間の想定最
大での浸水想定区域が完
成後再改定予定）

⑦水位予測の検討及び精
度の向上

2

・現状予測期間（～3時間）
・更に数時間（4～6時間程
度）先も含め水位予測の精
度向上の検討・システム改
良を行う。

H28年度
から検討

H28年度の取組
・H27にシステム改良し精度
向上を行っている

H29年度の予定

⑧気象情報発信時の「危
険度の色分け」や「警報級
の現象」等の改善

13

・警報等における危険度の
色分け表示
・「警報級の現象になる可
能性」の情報提供
・メッシュ情報の充実化

H29年度
出水期か
ら実施

H28年度の取組

・危険度レベルの設定
・「警報級の可能性」「危険
度を色分けした時系列」の
試行（防災情報提供システ
ムにより全市町村へ提供済
み）

3月中

H29年度の予定

・浸水・洪水の危険度を色
分けしたメッシュ情報の配
信及び気象庁HPでの提供
・「警報級の可能性」「危険
度を色分けした時系列」の
正式運用及び気象庁HPで
の提供

出水期前
を予定



阿賀川大規模水害に関する減災目標を達成するための各機関の取組（案）　5／9

減災のための取組項目（素案）
（概ね５年間）

北陸地整 福島県 福島地方気象台 喜多方市 会津坂下町会津若松市 湯川村会津美里町

資料－２

２．ソフト対策の主な取組　①「安全な場所への確実な避難」に向けた、円滑かつ迅速な避難のための取組

■平時から住民等への周知・教育・訓練に関する取組

①自治会や地域住民が参
加した洪水に対するリスク
の高い箇所の共同点検の
実施

1

・重要水防箇所等の共同点
検を実施

順次
毎年実施

・出水期前に自治会や地域
住民と重要水防箇所の共
同点検を実施

今後検討 ・河川管理者と自治会や地
域住民で重要水防箇所等
の共同点検を実施する。

順次
毎年実施

・河川管理者と地域住民等
で重要水防箇所等の共同
点検を実施する。

順次
毎年実施

・河川管理者と地域住民等
で重要水防箇所等の共同
点検を実施する。

順次
毎年実施

・河川管理者と地域住民等
で重要水防箇所等の共同
点検を実施する。

順次
毎年実施

・河川管理者と自治会や地
域住民で重要水防箇所等
の共同点検を実施する。

順次
毎年実施

H28年度の取組

・点検実施

H29年度の予定
・河川管理者と自治会や地
域住民との重要水防箇所
等の共同点検の実施を検

・点検実施 ・河川管理者と自治会や地
域住民との重要水防箇所
等の共同点検の実施を検

・河川管理者と自治会や地
域住民との重要水防箇所
等の共同点検の実施を検

②小中学校等における水
災害教育を実施

1

・市町村の要請により、出
前講座等を積極的に行って
いく。

引き続き
実施

・小中学校からの要請によ
り、出前講座等を積極的に
行っていく。

引き続き
実施

・国土交通省関連機関との
連携による学校防災教育
への取り組み
・日本赤十字社と連携した
学校防災教育への取り組
み

H28年度
から実施

引き続き
実施

・防災に関する体験学習や
出前講話などを行ってくれ
る組織と連携し、小中学校
等の防災学習を促進する。

引き続き
実施

・小中学校で防災教育を実
施している。

引き続き
実施

・小中学校で防災教育を実
施している。

引き続き
実施

・小中学校で水難事故に関
する教育を実施している。

引き続き
実施

・小中学校での防災教育を
推進していく。

H28年度
から検討

H28年度の取組

・小学校等による水生生物
調査実施時に水防災説明
も実施している。（16団体
577名）

・会津若松管内の9校の小
中学校で出前講座を実施
・喜多方管内で喜多方市4
回、磐梯町1回、猪苗代町1
回出前講座を実施
・猪苗代町吾妻中学校で水
防工法体験学習（出前講
座）を実施

（・東北地方整備局福島河
川国道事務所等と小学校
理科授業支援用資料を作
成）
・気象庁ワークショップ等を
通じた防災教育を支援

（10月） ・福島県による市内小学校
出前講座に参加。

11月 ・防災訓練参加及び幼稚園
保育所防災講習会の開催

H29年度の予定

・取り組みを引き続き実施 ・小中学校等で出前講座を
実施

・気象庁ワークショップ等を
通じた防災教育を支援

・学校や各種団体で出前講
座を行う。

引き続き
実施

・防災訓練参加 ・消防署等と連携し、実施
する。

・小中学校での防災教育を
推進していく。

③出前講座等を活用し、水
防災等に関する説明会を
開催

1,15

・市町村の要請により、出
前講座等を積極的に行って
いく。

引き続き
実施

・市町村の要請により、出
前講座等を積極的に行って
いく。

引き続き
実施

・市町村及び関係機関等の
要請により、自主防災組織
リーダー研修等への講師
派遣

引き続き
実施

・出前講座等を活用し、要
望に基づき水防災害等に
関する説明を実施

引き続き
実施

・ハザードマップ作成の際
に説明会を実施

H29年度
以降実施

・防災士の方々にご協力を
得ながら、地域での防災研
修会等の開催や地域づくり
協議会内での防災意識の
高揚を図る

H28年度
以降実施

・水防に関しての出前講座
メニューを検討し、実施す
る。

H29年度
以降実施

・ハザードマップ作成の際
に説明会を実施

H28年度
以降検討

H28年度の取組

・会津若松市北会津公民館
で出前講座を実施（6/3）

・防災セミナー（1/29会津若
松市河東公民館参加者40
人）
・防災士養成フォローアップ
事業（1/28会津若松市参加
者24人）
・防災出前講座（5/26喜多
方市耶麻郡連合神社総代
会25人）
・会津若松管内の9校の小
中学校で出前講座を実施
・喜多方管内で喜多方市4
回、磐梯町1回、猪苗代町1
回出前講座を実施
・自主防災活動促進事業
（11/20喜多方市本林防災
会参加者30人）

・県自主防災組織リーダー
研修会への講師派遣
(12/17.18)
その他自治体等からの要
請による講師派遣を実施

・高齢者施設、介護福祉関
連団体、自治会等を対象に
実施

通年 ・各地区で防災フェスティバ
ルを開催

H29年度の予定

・小中学校等で出前講座を
実施
・防災士活用促進事業を実
施
・地域からの要請により防
災出前講座を実施
・自主防災組織からの申請
により自主防災活動促進事
業を実施

・市町村等の要請を受けて
研修会等への講師派遣等
を予定

・出前講座等を活用し、水
災害等に関する説明を実
施

引き続き
実施

・ハザードマップ及び防災
マップ作成、配布後に該当
地区を対象として説明会を
実施

・各地区で防災フェスティバ
ルを開催依頼

・防災に関する出前講座に
水防の内容を盛り込む。

・ハザードマップを作成した
際に説明会を開催する。
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減災のための取組項目（素案）
（概ね５年間）

北陸地整 福島県 福島地方気象台 喜多方市 会津坂下町会津若松市 湯川村会津美里町

資料－２

④まるごとまちごとハザー
ドマップを整備

4,6,
12

・市町村が作成するまるご
とまちごとハザードマップへ
の情報提供

順次実施

H28年度の取組
H29年度の予定

⑤効果的な「水防災意識
社会」の再構築に役立つ
広報や資料を作成・配布

7,11,
12

「水防災意識社会」の再構
築に役立つ広報や資料を
作成・配布

H28年度
から実施

・洪水時の情報収集や避難
の判断基準等を一般住民
に理解してもらえる家庭向
けのチラシを作成し、ホー
ムページで公表
・チラシを市町村等へ配布

今後検討 関係機関と連携して「水防
災意識社会」の再構築に役
立つ広報や資料を作成・配
布

H29年度
から実施

「水防災意識社会」の再構
築に役立つ広報や資料を
作成・ホームページで公表

H28年度
から順次
実施

「水防災意識社会」の再構
築に役立つ広報や資料を
作成・配布

H29年度
から検討

「水防災意識社会」の再構
築に役立つ広報や資料を
作成・配布

H29年度
から検討

「水防災意識社会」の再構
築に役立つ広報や資料を
作成・配布

H29年度
から検討

「水防災意識社会」の再構
築に役立つ広報や資料を
作成・配布

H28年度
以降検討

H28年度の取組

・協議会等における資料提
供及び解説

・地元ＦＭラジオで水災害に
ついて広報
・自主防災組織による土砂
災害避難訓練の際に防災
チラシを作成・配付

５月

１１月

H29年度の予定

・来年度以降検討
・ふくしま防災ガイド配布

・お天気フェア等の広報行
事における水防災に関する
防災気象情報のチラシ等
の配布
・市町村訪問等の機会を捉

8月頃 ・出水期に合わせ広報誌等
により広報

・出水期に合わせ水防に関
する広報

・「水防災意識社会」の再構
築に役立つ広報や資料を
作成・配布を検討する。

⑥住民の防災意識を高
め、地域の防災力の向上
を図るための自主防災組
織の充実

14

・自主防災組織率が低いた
め、引続き設立の支援を行
う。
・防災意識を高めるため出
前講座の実施、防災訓練
への参加を促進。
・自主防災の啓発や防災組
織設立の支援と設立後の
支援を実施。

引き続き
実施

・自主防災のあり方、役割
の（再）啓発を実施
・大規模災害時の避難住民
の誘導や被災者の救援等
の協力が期待されるため、
自主防災組織の育成・強化
（組織率の向上や組織の実
効性）を行う。
・実際の災害時に機能する
よう実践的な研修・訓練の
実施

H29年度
から順次
実施

・自主防災のあり方、役割
の（再）啓発を実施
・大規模災害時の避難住民
の誘導や被災者の救援等
の協力が期待されるため、
自主防災組織の育成・強化
（組織率の向上や組織の実
効性）を行う。
・実際の災害時に機能する
よう実践的な研修・訓練の
実施

H28年度
から順次
実施

・自主防災のあり方、役割
の（再）啓発を実施
・大規模災害時の避難住民
の誘導や被災者の救援等
の協力が期待されるため、
自主防災組織の育成・強化
（組織率の向上や組織の実
効性）を行う。
・実際の災害時に機能する
よう実践的な研修・訓練の
実施

H29年度
から順次
実施

・自主防災組織を立ち上
げ、地域の防災力の向上を
図る。

H28年度
以降検討

H28年度の取組

・新規設立　４組織
・補助金申請　26組織

・組織結成マニュアルを
作成
・防災フェスティバルで
防災マップの周知、講演
会の実施

・新規設立を促すために各
地区で説明会を行った。新
規設立4団体。計11組織

H29年度の予定
・意識醸成のための情報提
供、広報を実施

引き続き
実施

・未設立の行政区に結成を
呼びかけ、説明会を実施す
る

・自主防災組織最古地区
に向けて、関係機関に協
力要請

・継続して説明会を実施す
る。すでに設立した団体の
フォローアップを実施する。

・自主防災組織を立ち上
げ、地域の防災力の向上を
図る。
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減災のための取組項目（素案）
（概ね５年間）

北陸地整 福島県 福島地方気象台 喜多方市 会津坂下町会津若松市 湯川村会津美里町

資料－２

２．ソフト対策の主な取組　②洪水氾濫による被害の軽減及び避難時間の確保のための水防活動等の取組

■水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する取組

①水防団等への連絡体制
の確認と首長も参加した実
践的な情報伝達訓練の実
施

17

・水防連絡会にて連絡体制
の確認を行い、県・市町村
と共同で情報伝達訓練を実
施する。

引き続き
毎年実施

・出水時における連絡体制
の確認
・情報伝達訓練の実施

引き続き
毎年実施

・情報伝達訓練への支援 引き続き
毎年実施

・河川管理者と市、消防本
部、水防団の連絡体制を確
認し、河川管理者が行う情
報伝達訓練に参加する。

引き続き
毎年実施

・河川管理者と市、消防本
部、水防団の連絡体制を確
認し、河川管理者が行う情
報伝達訓練に参加する。

引き続き
毎年実施

・水防連絡会で連絡体制を
確認し、河川管理者が行う
情報伝達訓練に参加する。
・水防団（消防団）への連絡
網の確認する。
・防災訓練をとおし、職員の
非常招集、各関係機関へ
の情報伝達訓練を実施

引き続き
毎年実施

・水防連絡会で連絡体制を
確認し、河川管理者が行う
情報伝達訓練に参加する。
・防災訓練を通じて、情報
伝達訓練を検討する。

引き続き
毎年実施

・水防連絡会で連絡体制を
確認し、河川管理者が行う
情報伝達訓練に参加する。

引き続き
毎年実施

H28年度の取組

・情報伝達訓練を実施
（5/27）

・出水時における連絡体制
の確認
・情報伝達訓練の実施

各整備局河川事務所等とと
もに洪水予報演習の実施
（５/20.23.24）

5月 ・連絡体制の確認
・情報伝達訓練に参加

５月 ・消防団員用携帯型デジタ
ル簡易無線　68台購入
・平成25年度から年次計画
により購入し、今年度で予
定の434台を購入

・一般業務用無線設備
（移動系携帯無線機108
台）を整備
・職員の安否確認を含
め、緊急通報システム
（一斉メール）を整備

・河川管理者が行う情報伝
達訓練に参加

H29年度の予定

・情報伝達訓練を実施
（5/12）

・出水時における連絡体制
の確認
・情報伝達訓練の実施

各整備局河川事務所等とと
もに洪水予報演習の実施

4月～5月 ・連絡体制の確認
・情報伝達訓練に参加

伝達訓練を実施 ・河川管理者が行う情報伝
達訓練に参加

・水防連絡会で連絡体制を
確認し、河川管理者が行う
情報伝達訓練に参加する。

②自治体関係機関や水防
団が参加した洪水に対す
るリスクの高い箇所の合同
巡視の実施

16,17

・重要水防箇所等の合同巡
視を実施

引き続き
毎年実施

・出水期前に市町村や水防
団等と重要水防箇所の合
同巡視を実施

引き続き
毎年実施

・河川管理者と水防関係機
関による重要水防箇所等
の合同巡視に参加する。

引き続き
毎年実施

・河川管理者と水防関係機
関で重要水防箇所等の合
同巡視を実施する。

引き続き
毎年実施

・河川管理者と水防関係機
関で重要水防箇所等の合
同巡視を実施する。

引き続き
毎年実施

・河川管理者と水防関係機
関で重要水防箇所等の合
同巡視を実施する。

引き続き
毎年実施

・河川管理者と水防関係機
関で重要水防箇所等の合
同巡視を実施する。

引き続き
毎年実施

H28年度の取組

・阿賀川水防連絡会として
上下流に分けて実施
（6/8,14）

・阿賀川水防連絡会として
上下流に分けて実施
（6/8,14）
・出水期前に市町村や水防
団等と重要水防箇所の合
同巡視を実施

・阿賀川水防連絡会として
実施（6/8）
・県と重要水防箇所の合同
巡視を実施

５月

・阿賀川河川事務所及び福
島県と実施

・合同巡視実施 ・水防連絡会及び県と共
に、重要水防箇所等の合
同巡視を実施

水防関係機関との合同パト
ロールに参加した。

H29年度の予定

・引き続き実施 ・同上
・出水期前に市町村や水防
団等と重要水防箇所の合
同巡視を実施

・重要水防箇所の合同巡視
を実施

・水防連絡会及び県と共
に、重要水防箇所等の合
同巡視を実施

・河川管理者と水防関係機
関で重要水防箇所等の合
同巡視を実施する。

③毎年、関係機関が連携
した水防実働訓練等を実
施

19,20

・水防管理団体が行う訓練
への参加
・水防工法講習会の支援等
を行う。

引き続き
毎年実施

・水防管理団体が行う訓練
への参加
・水防工法講習会の支援等
を行う。

引き続き
毎年実施

・市町村や関係機関等の要
請により、情報提供等の訓
練への支援

引き続き
実施

・阿賀川での水防実働訓練
への参加。
・毎年実施している防災訓
練の内容を検討する。

引き続き
毎年実施

・水防実働訓練への参加
（阿賀川）
・毎年実施している防災訓
練の内容を検討する。

引き続き
毎年実施

・毎年、出水期前に水防訓
練を実施
・毎年行っている水防訓練
の内容を見直し、実働水防
訓練を検討する。

引き続き
毎年実施

・毎年、出水期前に水防訓
練を実施
・毎年行っている水防訓練
の内容を見直し、実働水防
訓練を検討する。

引き続き
毎年実施

・毎年、出水期前に水防訓
練を実施

引き続き
毎年実施

H28年度の取組

阿賀川水防連絡会として福
島県水防訓練を実施(共
催)(6/5）

・阿賀川水防連絡会と共催
で福島県水防訓練を実施
（6/5）
・会津若松市で総合防災訓
練の実施

・福島県水防訓練への参画 ・県水防実働訓練へ参加。
・県総合防災訓練を市内で
実施・参加

６月から
８月

 ・水防訓練参加 ・出水期前に水防訓練を実
施

・福島県水防訓練に参加し
た。

H29年度の予定

阿賀川水防連絡会として水
防訓練を実施（5/30）

・阿賀川水防訓練に参加
（5/30）

・水防訓練等への参画 ・阿賀川水防訓練に参加
(主催）（5/30）

５月から
８月

・阿賀川水防訓練に参加
（5/30）

・阿賀川水防訓練に参加
（5/30）

・阿賀川水防訓練に参加
（5/30）

・阿賀川水防訓練に参加
（5/30）
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減災のための取組項目（素案）
（概ね５年間）

北陸地整 福島県 福島地方気象台 喜多方市 会津坂下町会津若松市 湯川村会津美里町

資料－２

④水防活動の担い手とな
る水防団・水防協力団体
の募集・指定を促進

18,20

・水防活動の担い手となる
団員の募集を促進する。

引き続き
毎年実施

・水防活動の担い手となる
水防団員の募集を促進す
る。

引き続き
毎年実施

・水防活動の担い手となる
水防団員（消防団員）の募
集を促進する。

引き続き
毎年実施

・水防活動の担い手となる
水防団員（消防団員）の募
集を促進する。

引き続き
毎年実施

・水防活動の担い手となる
水防団員（消防団）の募集
を促進する。

Ｈ28年度
以降検討

H28年度の取組
・広報誌、地元ＦＭラジオで
広報

・消防団（水防団）応援事業
所登録制度の拡充（29事業
所等が登録）

・消防団員募集に関するポ
スターを各地区に配布し
た。

H29年度の予定
・広報誌、地元ＦＭラジオで
広報

・消防団（水防団）応援事業
所登録制度の拡充

・水防活動の担い手となる
水防団員（消防団員）の募
集を促進

・水防活動の担い手となる
水防団員（消防団）の募集
を促進する。

⑤国・県・自治体職員等を
対象に、水防技術講習会
を実施

19

・水防技術講習会に参加 引き続き
実施

・水防技術講習会に参加 引き続き
実施

・水防訓練時に行われる技
術講習会に参加。

引き続き
実施

・水防技術講習会に参加 引き続き
実施

・水防技術講習会に参加 引き続き
実施

・水防技術講習会に参加 引き続き
実施

・水防技術講習会に参加 Ｈ28年度
以降検討

H28年度の取組
・水防訓練時の講習会に参
加。

６月 ・福島県水防訓練時の事前
基礎訓練へ参加

・水防技術講習会に参加

H29年度の予定
・水防技術講習会に参加 ・水防訓練時の技術講習会

に参加。
・水防技術講習化に参加 ・水防技術講習会に参加 ・水防技術講習会に参加す

る。

⑥大規模災害時の復旧活
動の拠点等配置計画の検
討を実施

21

・復旧活動の拠点等配置計
画を検討

H28年度
から検討

H28年度の取組
H29年度の予定

■要配慮者利用施設や大規模工場等の自衛水防の推進に関する取組

①要配慮者利用施設によ
る避難確保計画の作成に
向けた支援を実施

14

・地域防災計画に定める要
配慮者利用施設による避
難確保計画等の作成を行
おうとする際の技術的な助
言を行う

引き続き
実施

・要配慮者利用施設による
避難確保計画等の作成を
行おうとする際の技術的な
助言を行う

引き続き
実施

・要配慮者利用施設による
避難確保計画等の作成に
必要な防災気象情報の活
用等助言を行う

随時 ・会津西病院作成の避難計
画へ助言等の支援を実施。
・国、県と連携し、要配慮者
施設における避難計画策
定の推進を行う。

H28年度
から順次
実施

・要配慮者利用施設につい
て、説明会の実施やお知ら
せの送付などにより避難計
画策定の推進を行う。

H29年度
から実施

・要配慮者利用施設におけ
る計画策定の推進を行う。

H28年度
から実施

・要配慮者利用施設におけ
る計画策定の推進を行う。

H29年度
から実施

・要配慮者施設における避
難計画策定の推進を行う。

H28年度
以降検討

H28年度の取組

・県と同じ
・要配慮者利用施設の管理
者向け説明会実施

・要支援者避難対策地域連
携事業（避難行動要支援者
の個別計画策定促進）の実
施（会津美里町、下郷町）
・要配慮者利用施設の管理
者向け説明会を実施
（2/8,15）

要配慮者施設管理者説明
会へ講師を派遣し解説（県
内8箇所）

・病院や福祉施設等の要配
慮者施設に係る基礎データ
を収集

・要配慮者利用施設事業所
連絡会議時において、協力
要請

H29年度の予定

・要配慮者利用施設による
避難確保計画等の作成を
行おうとする際の技術的な
助言を行う

・要配慮者利用施設による
避難確保計画等の作成を
行おうとする際の情報提供
を行う

・要配慮者利用施設事業所
連絡会議時において、協力
要請

・すでに作成している要配
慮者利用施設における計
画の見直し。

・避難計画策定に必要な資
料等を提供する。

②大規模工場等への浸水
リスクの説明と水害対策等
の啓発活動

12

・地域防災計画に定める大
規模工場等への浸水リスク
の説明や水害対策など技
術的な助言を行う

引き続き
実施

H28年度の取組
H29年度の予定
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減災のための取組項目（素案）
（概ね５年間）

北陸地整 福島県 福島地方気象台 喜多方市 会津坂下町会津若松市 湯川村会津美里町

資料－２

２．ソフト対策の主な取組　③社会経済活動を取り戻すための排水活動及び施設運用の強化

■救援・救助活動の効率化に関する取組

①大規模災害時の救援・
救助活動等支援のための
拠点等配置計画の検討を
実施

5,22

・広域支援拠点等の検討支
援

H28年度
から検討

・広域支援拠点等の検討支
援

H28年度
から実施

・広域支援拠点等の配置等
を検討。

H29年度
から検討

・広域支援拠点等の配置等
を検討

H29年度
から検討

・広域支援拠点等の配置等
を検討

H28年度
から検討

・広域支援拠点等の配置等
を検討
・平成28年6月16日には、
町内の企業2社と、水害等
の発生時に事務所や工場
の２階等を一時避難所とす
る「災害時における施設の
利用等に関する協定書」を
締結した。今後も更に町内
企業との協定を進める。

・H29年
度から検
討
・H28年
度から実
施

新たな浸水想定区域に対
応した人員や物資の輸送・
供給計画の見直しを検討

H28年度
以降検討

H28年度の取組

・地域防災計画では、広域
陸上輸送拠点として会津総
合運動公園をしているほ
か、県倉庫協会と災害時応
援協定を締結し、民間倉庫
も活用できるようにしてい
る。

・地域防災計画書に陸上輸
送拠点として「はんげひが
し公園」を指定

・平成28年6月16日には、
町内の企業2社と、水害等
の発生時に事務所や工場
の２階等を一時避難所とす
る「災害時における施設の
利用等に関する協定書」を
締結した。

H29年度の予定

・地域防災計画では、広域
陸上輸送拠点として会津総
合運動公園をしているほ
か、県倉庫協会と災害時応
援協定を締結し、民間倉庫
も活用できるようにしてい
る。

・更に町内企業との協定を
進める。

・新たな浸水想定区域に対
応した人員や物資の輸送・
供給計画の見直しを検討
する

■排水計画（案）の作成及び排水訓練の実施

①大規模水害を想定した
阿賀川排水計画（案）の検
討を実施

22,23

・排水機場、樋門、排水路
等の情報を踏まえ排水ポン
プ車の適切な配置計画など
を検討

H28年度
から検討

・排水ポンプ車想定箇所リ
ストの整備

今後検討 ・国の排水ポンプ車の配置
計画の情報を確認・共有
し、適切な排水ポンプの設
置箇所の選定などを検討

H29年度
から検討

・排水施設等の情報を確
認・共有し、排水ポンプの
設置箇所の選定

H29年度
から検討

・排水ポンプの設置箇所の
選定

H28年度
から検討

・排水ポンプの設置箇所の
選定

H29年度
から検討

・排水施設等の情報を確
認・共有し、排水ポンプの
設置箇所の選定
・排水作業を委託できる機
関との協定の締結。

H28年度
から検討

H28年度の取組
・水防計画書に排水樋門等
の箇所を明示

・県、村、業者と協定を締結

H29年度の予定

・排水機場、樋門、排水路
等の情報を踏まえ排水ポン
プ車の適切な配置計画など
を検討

・適切な排水ポンプの設置
箇所の選定などに着手

・排水ポンプの設置箇所の
選定

・排水施設等の情報を確
認・共有し、排水ポンプの
設置箇所の選定

②排水ポンプ車の出動要
請の連絡体制等を整備

23

・毎年、出水期前に県・市
町村と連携して連絡体制の
整備を行い、情報共有を図
る。

引き続き
毎年実施

・連絡体制の確認 引き続き
毎年実施

・河川事務所の排水ポンプ
車出動要請について連絡
体制の確認を行う。

引き続き
毎年実施

・河川管理者と連携を図り、
連絡体制の整備を行い毎
年確認する。

引き続き
毎年実施

・河川管理者と連携を図り、
連絡体制の整備を行い毎
年確認する。

引き続き
毎年実施

・河川管理者と連携を図り、
連絡体制の整備を行い毎
年確認する。

引き続き
毎年実施

・排水ポンプ車出動要請の
連絡体制の確認を行う

H28年度
から検討

H28年度の取組

・年度当初に連絡体制の確
認

・年度当初に連絡体制の確
認

・県、村、建設関連業種組
合と協定を締結

H29年度の予定

・年度当初に連絡体制の確
認

・年度当初に連絡体制の確
認

・総合防災訓練で要請検
討中

・河川管理者と連携を図り、
連絡体制の整備を行い確
認する。

③関係機関が連携した排
水実働訓練の実施

24

・実践的な操作訓練や排水
計画に基づく排水訓練の検
討及び実施
・水防管理団体が行う水防
訓練等への参加

・H28年
度から実
施
・引き続
き毎年実
施

・排水ポンプ車の実働訓練
の実施

今後検討 ・水防訓練と合同で実施 引き続き
毎年実施

・水防訓練と合同で実施を
検討
・河川管理者が行う定期的
な操作訓練に参加

引き続き
毎年実施

・水防訓練と合同で実施を
検討
・河川管理者が行う定期的
な操作訓練に参加

引き続き
毎年実施

・水防訓練と合同で実施を
検討
・河川管理者が行う定期的
な操作訓練に参加

引き続き
毎年実施

・水防訓練と合同で実施 H28年度
から実施

H28年度の取組

・福島県水防訓練で実施
（国交省で実施）
・水防連絡会として実施（北
会津管内5/31,塩川管内
6/17）

・福島県水防訓練で実施
（国交省で実施）

・県水防訓練に参加（排水
訓練あり）

６月 ・水防連絡会として参加
（6/17）

・訓練参加 ・水防連絡会として参加
（5/31）
・河川管理者が行う定期的
な操作訓練に参加

H29年度の予定

・引き続き実施 ・同上 ・訓練参加予定 ・河川管理者が行う定期的
な操作訓練に参加

・水防訓練と合同で実施



「タイムライン」に活用する防災気象情報

平成２９年４月２６日

福島地方気象台

1

段階的に提供する防災気象情報

竜巻注意情報

記録的短時間
大雨情報

週間天気予報

土砂災害警戒情報

天気予報

気象警報・注意報

（大雨に関する）○○県気象情報

台風に関する気象情報（台風予報）

1時間前3時間前

3日前5日前1週間前

随時に発表

（大雨）特別警報
災害につながるような

気象（現象）の発生が予想
される場合

定期的に発表
天気分布予報

ナウキャスト
（降水・雷・竜巻）

降水短時間予報

指定河川洪水予報

2



◯ メッシュ情報の利活⽤促進
◯ 災害発⽣の危険度の⾼まりを評価するメッシュ情報の
技術の開発（表⾯⾬量指数・流域⾬量指数）

◯ メッシュ情報の技術を活⽤した⼤⾬・洪⽔警報の改善
◯ ⼤⾬警報(浸⽔害)・洪⽔警報等を発表した市町村内に
おいてどこで実際に危険度が⾼まっているかを確認
できる危険度分布の予測（メッシュ情報）の提供

◯ メッシュ情報の技術を活⽤した⼤⾬特別警報の発表
対象区域の改善

平成29年度出水期に実施予定の防災気象情報の改善の概要

基本的⽅向性
○社会に⼤きな影響を与える現象について、可能性が⾼くなくとも発⽣のおそれを積極的に伝えていく。
○危険度やその切迫度を認識しやすくなるよう、分かりやすく情報を提供していく。

改善Ⅲ メッシュ情報の充実・利活⽤促進

改善Ⅱ「警報級の可能性」の提供

改善Ⅰ 危険度を⾊分けした時系列
◯ 今後予測される⾬量等や危険度
の推移を時系列で提供

◯ 危険度を⾊分け

注意報・警報

（文章形式）

◯ 夜間の避難等の対応を⽀援する観点から、
可能性が⾼くなくても、「明朝までに警報級の現象に
なる可能性」を⼣⽅までに発表

◯ 台⾵等対応のタイムライン⽀援の観点から、
数⽇先までの警報級の現象になる可能性を提供

【現在】

【改善策】
平成ｘｘ年ｘ月ｘ日１１時ｘｘ分ｘｘ気象台発表

ｘｘ市 ［発表］大雨（土砂災害、浸水害），洪水警報
高潮注意報

［継続］暴風，波浪警報 雷注意報

今日 明日

9時 12時 15時 18時 21時 00時 03時 06時 09時

大雨

雨量（mm） 10 30 50 80 50 30 10 0 0
（浸水害）

（土砂災害）

洪水

風
陸上（m/s） 15 20 20 25 20 20 15 12 12
海上（m/s） 20 25 25 30 25 25 20 15 15

波浪 （m） 4 6 6 8 6 6 4 4 3

高潮 （m） 0.6 0.6 1.3 1.8 1.8 0.6 0.6 0.6 0.6 

日付 明朝まで 明日 明後日 （金） （土） （日）

警報級の
可能性

雨 中 － － 中 高 －

風 中 － － 高 高 －

【降雨により災害発生の危険度が高まるメカニズム】

防災気象情報の改善（平成29年度出⽔期予定）

交通政策審議会気象分科会提言「「新たなステージ」に対応した防災気象情報と観測・予測技術のあり方」 （平成27年7月29日）より
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大雨警報(浸水害)を改善するための表面雨量指数の導入、及び、
大雨警報(浸水害)の危険度分布の提供

① 大雨警報(浸水害)の改善を図るため、大雨警報(浸水害)の発表基準に、短時間強雨による浸水害発生
との相関が雨量よりも高い指数（表面雨量指数）を導入する。

② 大雨警報(浸水害)を補足するため、市町村内のどこで大雨警報(浸水害)基準値に達するかを視覚的に確認
できるよう、表面雨量指数を基準値で判定した結果を危険度分布の予測を示す情報として提供する。

住 民

警報等を補足する情報

大雨警報（浸水害）等が発表された市町村内において、
実際にどこで危険度が高まっているかを確認。

市町村

（平成29年度出水期予定）

基準判定結果を地図上に表示発表基準※に導入

大雨注意報

大雨警報
（浸水害）

危険度の高まりを伝える情報

等

危険度の
高まりを
伝える

表面雨量指数

（平成29年度出水期予定）

危険な地域
を視覚的
に確認

精度改善（不要な警報の発表回避等）

短時間強雨による浸水害発生と相関が高い指標

※ 短時間強雨による浸水害発生との相関が高い表面雨量指数
の導入に伴い、現在用いている雨量基準（1時間雨量基準、3
時間雨量基準）は廃止

危険な地域を分かりやすく表示

大雨警報（浸水害）を補足するメッシュ情報

高

危
険
度

低
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地中に水がしみこみやすい山地や

水はけのよい傾斜地では雨水が

たまりにくい。

表面雨量指数の概要

浸
透
を
考
慮
し
た
流
出

都市部
五段タンクモデルを使⽤

都
市
域
の
流
出

タンク流出量 × 地形補正係数 ＝ 表⾯⾬量指数

都市化率に応じた重み付き平均

その場の表⾯流出流の強さ 傾斜でみた排⽔効率 その場で降った⾬による浸⽔危険度

表面雨量指数・・・地面の被覆状況や地質、地形勾配等の地理情報を考慮して、降った雨の
地表面でのたまりやすさをタンクモデルにより算出した指標

表面雨量指数の特徴

アスファルトに覆われた都市部や

平坦で水はけの悪い場所では

雨水がたまりやすい。

⾮都市部
直列三段タンクモデルを使⽤

• 平坦な場所や都市域で大きな値を示す傾向がある。

• 短時間に降る局地的な大雨による浸水害発生との相関が高い。

5

地理情報との比較にみる表面雨量指数の特徴

標高
（国土数値情報 標高・傾斜度5次メッシュデータより作成）

表面雨量指数
（１時間最大８０ミリ、先行降雨として２０ミリ×２時間を
面的一様に降らせた場合のシミュレーション結果）

• 上図における表面雨量指数の分布は、面的に一様な降雨を仮定した場合のシミュレーション結果です。実際の表面雨量指数は雨の降り方によって

値の出方が異なります。

• 表面雨量指数は、国土交通省国土政策局が国土数値情報として一般に公開している標高・傾斜度や土地利用の状況に関するデータと、気象庁が

解析・予測する降水量データとを、組合せて算定したものです。このため、降った雨によりどこで内水浸水の危険度が高まっているのかを詳細に把

握することはできますが、指数の値の計算において下水道・排水ポンプの能力は考慮していないこと、及び、内水浸水が発生した場合における浸水

範囲や浸水深を推定しているものではないことに留意してください。

※上図のシミュレーション結果は、内水浸水想定区域（水防法第14条の2に規定される雨水出水浸水想定区域）を表すものではありません。

• 気象庁では、過去の内水浸水害の発生状況と表面雨量指数の関係を調査した上で、大雨警報等の基準値を定め、大雨警報を補足するメッシュ情

報等に活用する。

土地利用
（国土数値情報 土地利用細分メッシュデータより作成）

表面雨量指数は、平坦な場所や都市域で大きな値を示す傾向があります
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危険度分布の予測を⽰す情報で⽤いられる
⼤⾬警報(浸⽔害)･⼤⾬注意報の基準

平成25年8⽉前線による⼤⾬：⼤阪府
⼤⾬警報(浸⽔害)の危険度分布

表⾯⾬量指数基準

下水道・側溝から水が溢れる
低地の浸水、住家の浸水

アンダーパス
冠水

地下室浸水

下⽔道や側溝の排⽔能⼒を超える
⼤⾬による浸⽔害発⽣の危険度の
⾼まりを判定。

下記Ⅰ～Ⅲの基準に従い、
表面雨量指数（仮称）をメッシュ毎に判定。

Ⅲ

重大な浸水害が発生する
おそれが高い

警報対象災害に対して、適中率を
重視して表面雨量指数基準値を
設定。

警
報
相
当

Ⅱ
大雨警報
の基準

重大な浸水害が発生する
おそれ

警報対象災害に対して、捕捉率を
重視して表面雨量指数基準値を
設定。

Ⅰ
大雨注意報

の基準

浸水害が発生するおそれ

注意報対象災害に対して、捕捉率
を重視して表面雨量指数基準値を
設定。

注
意
報
相
当

過去に発生した浸水害との関係や、それぞれの値に

達する頻度等を調査の上、基準を設定する。

大阪府で
住家浸水被害が
発生した市町村

■ 実況で基準Ⅲ以上に到達
■ 予想で基準Ⅲ以上に到達
■ 予想又は実況で基準Ⅱ（警報基準）以上に到達
■ 予想又は実況で基準Ⅰ（注意報基準）以上に到達

• ⼤⾬警報(浸⽔害)の危険度分布は、下⽔道や側溝の排⽔能⼒を
超える⼤⾬による浸⽔害発⽣の危険度の⾼まりを表す。

• 平坦な場所やくぼ地など地形的に浸⽔害が発⽣しやすい場所で⾼
い危険度を⽰す傾向がある。

浸水害発生の危険度が
高まっている地域を
絞り込んで表示

H29
導入

大雨警報(浸水害)を補足するメッシュ情報

7

大雨警報を補足するメッシュ情報による浸水リスクの面的表示
～ 浸水害の危険度が高まっている地域を分かりやすく伝える～

浸⽔⾬量指数と過去の浸⽔害から
基準値を設定し、浸⽔害の危険度を
⽰すメッシュ情報として地図上に表⽰

被害及び浸水区域は、
「平成26年8月豪雨 災害の記録」

（平成27年3月 京都府福知山市）より

大雨警報（浸水害）を補足するメッシュ情報
雨量の分布

解析雨量（平成26年8月16日23時～17日02時）

(mm)

150
100
50
30
20
10
1

平成26年8⽉17⽇福知⼭市の⼤⾬
（死者１名、床上浸⽔2,029棟、床下浸⽔2,471棟）

■床上浸水が主
■床下浸水が主

浸⽔区域
高

危
険
度

低

福知山市役所

福知山市役所

福知山市役所

大雨警報（浸水害）を補足するため、市町村内のどこで浸水雨量指数が基準値に到達するのかを
視覚的に確認できるよう、メッシュ情報を提供して、住民の主体的避難を支援。

地質、都市化率、傾斜を考慮して、
降った⾬の地表⾯でのたまりやすさを
指標として算定

自らに迫る危険を認識できる！
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現行警報基準現行注意報基準
横軸：短時間雨量（現行基準の指標）

Ｒ１：１時間雨量、Ｒ３：３時間雨量

縦
軸
：表
面
雨
量
指
数

（新
基
準
の
指
標
）

基
準
Ⅲ

基
準
Ⅱ

警
報
基
準

（

）

注
意
報
基
準

（

）

基
準
Ⅰ

警報対象事例の
発生年月日と内訳

注意報対象事例の
発生年月日と内訳
（新基準での見逃し事例のみ）

大雨警報（浸水）等

中通り阿武隈川沿い市町村は、2001年～2013年（平成の大改修後）の災害資料、他の市町村は、1991年～2013年の災害資料を基に、災害の補足率

及び適中率等を勘案した基準値を作成し、統計的評価の実施。二次細分区（市町村）ごとの表面雨量指数基準値と災害事例の散布図を作成、基準値

の妥当性について調整し、基準値（案）を作成している。

洪水警報等

洪水警報・注意報が対象とする浸水害は外水氾濫と河川周辺に発生する内水氾濫（湛水型内水）であり、これらの事例と流域雨量指数との相関から

災害の補足率及び適中率等により基準値を作成し、統計的評価を行なった。また、複合基準は、雨量から表面雨量指数へ変更し、同じく補足率等によ

る基準値を作成。外水氾濫は、二次細分区ごとに基準値と洪水事例の散布図を作成し、基準値を調整。これらにより、基準値（案）を作成している。

基準値の算出方法（散布図の利用）

9

表面雨量指数導入による大雨警報(浸水害)の改善効果
～ 現行雨量基準と表面雨量指数基準の統計的検証より～

1991年から2012年にかけて福島県で発生した浸水事例（外水氾濫が発生した事例は除く）に対して、
現行雨量基準と表面雨量指数基準の災害捕捉状況を比較検証した。

警報基準の評価
対象災害※の捕捉状況 空振りの状況

※浸水総数4棟～19棟程度（市町村によって異なる）

注意報基準の評価

対象災害※の捕捉状況 空振りの状況

※浸水1棟、道路冠水1箇所以上（全市町村共通）

表面雨量指数基準は、現行基準に比べて、災害捕捉率を改善した上で、空振り回数を大幅に低減。

 表面雨量指数を導入することで、これまでよりも、災害の発生を見逃すことなく警報・注意報を発表できるようにな

り、また、警報・注意報が発表されたときに災害が発生しないという状況が減ることが見込まれる。

 これにより、防災機関の体制立ち上げ等を従前以上に的確に支援。

捕捉率が41%から55%に改善

現行雨量
基準

表面雨量指数
基準Ⅱ

表面雨量指数
基準Ⅱ

現行雨量
基準

空振り回数
64%減

捕捉率が66%から72%に改善

表面雨量指数
基準Ⅰ

現行雨量
基準

空振り回数
66%減

表面雨量指数
基準Ⅰ

現行雨量
基準
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表面雨量指数基準Ⅲと浸水害との関連性

• 1991年から2012年にかけて福島県で発生した浸水事例（外水氾濫が発生した事例は除く）に

対して、表面雨量指数基準Ⅲ・Ⅱ超過時の災害発生状況（適中率）を比較した。

浸水害なし
13市町村（45%）

浸水害発生
16市町村（55%）

表面雨量指数基準Ⅲを超過：29市町村

基準Ⅲ 基準Ⅱ

浸水害なし
235市町村（82％）

表面雨量指数基準Ⅱを超過：288市町村

表面雨量指数基準Ⅲは、基準Ⅱに比べて、災害発生の適中率が3倍以上高い基準

（災害発生の確度が高い基準）である。

※ 表面雨量指数基準Ⅲへの到達状況はメッシュ情報で表示。
（到達が予想される場合→薄い紫色、既に実況で到達した場合→濃い紫色）

浸水害発生：53市町村（18%）

11

相馬市
床上15棟、床下28棟

• 平成27年9月9日から11日は、日本の南を北上してきた台風第18号が東海地方に上陸した後、日本海上
で温帯低気圧に変わった。また、台風第17号が日本の東を北上していた。これら台風や低気圧の影響に
より、9日0時から11日24時まで総降水量は、川内で415ミリ、飯館で383ミリなどを観測した。また、この大
雨により、河川の氾濫や土砂崩れ、住宅の浸水、道路の冠水が発生した。

• 当日の雨量予想（10日R1:50ミリ、R3:80ミリ、11日R1：60ミリ、R3：90ミリ）に基づき、表面雨量指数基準に

よる大雨警報（浸水害）の発表シミュレーションを行ったところ、現行の基準では浜通りのほぼ全域に警
報が発表されるのに対し、表面雨量指数基準では相馬市や田村市など、浸水害が発生した市町村に絞
り込んで警報を発表できることがわかった。

• 大雨警報（浸水害）を補足するメッシュ情報は、浸水害が発生した市町村との対応がよく、浸水危険度が
高まっている地域を絞り込んで表示することができていた。

当日の予想雨量に基づく、大雨警報（浸水害）
大雨注意報の発表状況

当日の予想雨量に基づく、表面雨量指数基準
による発表シュミレーション

大雨警報（浸水害）を補足するメッシュ情報
11日06時～24時までの危険度の最大

■ 浸⽔⾬量指数基準Ⅱ超過
■ 浸⽔⾬量指数基準Ⅰ超過

• 表⾯⾬量指数を導⼊することで、より的確に警報・注意報を発表。
• ⼤⾬警報(浸⽔害)を補⾜するメッシュ情報では、浸⽔害発⽣の危険度が⾼まっている地域を絞り込んで表⽰。

■⼤⾬警報(浸⽔害)
■ ⼤⾬注意報

■ ⼤⾬警報(浸⽔害)
■ ⼤⾬注意報

田村市
床上3棟、床下11棟

大雨警報（浸水害）の改善事例 ～平成27年9月8日～12日 関東東北豪雨～

12



① 洪水警報の改善を図るため、洪水警報発表の基となる指数（流域雨量指数）を精緻化する。

② 洪水警報を補足するため、市町村内のどこで洪水警報基準値に達するかを視覚的に確認できるよう、
精緻化した流域雨量指数を基準値で判定した結果を危険度分布の予測を示す情報として提供する。

住 民

警報等を補足するメッシュ情報

洪水警報等が発表された市町村内において、
実際にどこで危険度が高まっているかを確認。

市町村
洪水注意報

洪水警報

危険度の高まりを伝える情報

等

危険度の
高まりを
伝える

流域雨量指数

小河川も計算対象河川に含める※1

危険な地域
を視覚的
に確認

（平成29年度出水期予定）

基準判定結果を地図上に表示

（平成29年度出水期予定）

危険な地域を分かりやすく表示

発表基準※2に導入

※2 流域雨量指数の精緻化と対象河川拡大に伴い、
現在用いている雨量基準（1時間雨量基準、3時間
雨量基準）は廃止する予定。

※1 計算格子を精緻化（５km→１km）し、精度向上を図る。
流路長１５km未満の小河川も計算対象に含め、
国土数値情報に登録された全ての中小河川を
対象に流域雨量指数を計算する。

精度改善（不要な警報の発表回避等）

洪水警報を改善するための流域雨量指数の精緻化、及び、
洪水警報の危険度分布の提供

高

危
険
度

低
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• 各地点での中小河川の洪水危険度※の高まりを表す。

• 流域で降った大雨による中小河川の外水氾濫による洪水害発生との相関が雨量よりも高い。
※ 危険度は、洪水警報等の基準値への到達状況に応じて色分け表示される。洪水警報等の基準値は、過去の災害発生時の流域雨量指数を

網羅的に調査した上で設定しており、計算処理上の仮定に記載した、指数計算では考慮されていない要素も基準値には一定程度反映されている。

流域雨量指数の特徴

計算処理上の仮定
河川の形状は、実際に即したものではなく逆三⾓形の形状を仮定している。また、ダムや堰、⽔⾨等の⼈為的な流⽔の

制御、潮位の影響は考慮していない。⽔位や流量による実況補正の処理は⾏っていない。本川と⽀川の合流点付近では、
本川の⽔位が⾼いときには⽀川から流れ込みにくくなるが、流域⾬量指数はこれを反映しない。

○ 流域雨量指数は、流域に降った雨水が、地表面や地中を通って河川に流れ出し、河川に沿って流れ下る量を数値化したもの。
○ 過去の災害発生時の流域雨量指数の値に基づき、気象庁が発表する洪水警報等の基準値を設定している。
○ 平成29年度出水期より、流域雨量指数の計算格子を5kmから1kmに精緻化し、長さ15km未満の小河川も計算対象とする。

浸
透
を
考
慮
し
た
流
出

※任意の地点で算出。

河川に
流れ出る浸透

①流域雨量指数の概要とその精緻化
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②洪水警報・注意報の基準とメッシュ情報での表示

流域⾬量指数基準

メッシュ情報で⽤いられる
洪⽔警報･注意報の基準

中⼩河川の外⽔氾濫による浸⽔
害発⽣の危険度の⾼まりを判定。

複合基準
（流域⾬量指数＋表⾯⾬量指数）

河川周辺で発⽣する内⽔氾濫に
よる浸⽔害発⽣の危険度の⾼ま
りを判定。

洪⽔警報を補⾜するメッシュ情報

Ⅲ
河川流域で発生した外水氾濫に起因する
重大な浸水害を高い確度で捕捉する
ように設定（適中率30～40%程度）

警報
相当

Ⅱ
河川流域で発生した外水氾濫に起因する
重大な浸水害を捕捉するように設定
（適中率10～20％程度）

Ⅰ 河川流域で発生した外水氾濫に起因する
浸水害を捕捉するように設定

注意報
相当

下記Ⅰ～Ⅲの基準に従い、
流域雨量指数をメッシュ毎に判定

下記Ⅰ～Ⅲの基準に従い、流域雨量指数と
浸水雨量指数を組み合わせてメッシュ毎に判定

Ⅲ 設定しない※

警報
相当Ⅱ 河川流域で発生した内水氾濫に起因する

重大な浸水害を捕捉するように設定

Ⅰ 河川流域で発生した内水氾濫に起因する
浸水害を捕捉するように設定

注意報
相当

洪⽔警報を補⾜するメッシュ情報は、中⼩河川の
外⽔氾濫、及び、河川周辺の内⽔氾濫による
浸⽔害発⽣の危険度の⾼まりを表す。

H29
より

現在、流域⾬量指数の計算対象になら
ない15km未満の⼩河川を対象に設定
している「⾬量基準」は廃⽌する予定。

過去に発生した浸水害との関係や、それぞれの値に

達する頻度等を調査の上、基準を設定する。

■ 実況で基準Ⅲ以上に到達
■ 予想で基準Ⅲ以上に到達
■ 予想又は実況で基準Ⅱ（警報基準）以上に到達
■ 予想又は実況で基準Ⅰ（注意報基準）以上に到達

15

流域雨量指数精緻化による洪水警報の改善効果
～ 現行基準と精緻化後の新基準の統計的検証より～

1991年から2013年にかけて、全国市町村で発生した外水氾濫に起因する水害事例※に対して、

現行基準と精緻化後の新基準の災害捕捉状況を検証した。

※内水氾濫に起因する浸水害については、市町村単位で整理された水害記録から、それが河川の洪水に起因するか否か

（すなわち洪水警報の対象か、大雨警報の対象か）を判断するのは困難なことから、ここでは検証対象外とした。

基準Ⅲ、基準Ⅱ（警報基準）の評価

対象災害※の捕捉状況 空振りの状況

基準Ⅰ（注意報基準）の評価

対象災害の捕捉状況 空振りの状況

基準Ⅲ 基準Ⅱ 現行基準 基準Ⅲ 基準Ⅱ 現行基準 基準Ⅰ 現行基準 基準Ⅰ 現行基準

※基準Ⅲと基準Ⅱの対象災害は同じである。

空振り回数
27％減

空振り回数
27％減

• 基準Ⅱ（警報基準）、基準Ⅰ（注意報基準）ともに、現行基準に比べ、災害の捕捉状況は維持したまま、空振り回数を

3割弱程度減らすことができる。

• 基準Ⅲは、基準Ⅱに比べ、災害捕捉率は低下するが（86%→44%）、空振り回数が大幅に減り、結果として適中率が

約2倍高い基準となっている（7%→14%）。すなわち、基準Ⅲは基準Ⅱよりも災害発生の蓋然性が高い。

適中回数 適中回数
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実況値（流域雨量指数）

12:00時点の６時間先までの予測値

13:00時点の６時間先までの予測値

14:00時点の６時間先までの予測値

15:00時点の６時間先までの予測値

16:00時点の６時間先までの予測値

17:00時点の６時間先までの予測値

帳票やグラフの指数値は、精緻化した流域雨量指数により平成28年
台風第10号の事例を検証したもの。警報等の基準値は、平成29年
出水期の実施に向けて調整中のもの。

 精緻化した流域雨量指数の予測値（平成28年8月30日～31日、小本川）

 防災情報提供システムによる精緻化した流域雨量指数の提供イメージ

過去１２時間分の実況値
６時間先までの

予測値
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流
域

雨
量

指
数

流
域
雨
量
指
数

基準Ⅰ(注意報基準)

基準Ⅱ(警報基準)

基準Ⅲ(基準Ⅱよりも災害が発生する
確度が一段高い基準

8⽉30⽇ 8⽉31⽇

内閣府「避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドラインに関する検討会」（第２回）資料５より

流域雨量指数の予測値による洪水危険度の見通しの把握（平成29年度出水期より）

洪水危険度の高まりを数時間前に把握することができます。

防災情報提供
システムに

おける表示案
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平成28年台風第10号の水害を踏まえて「避難勧告等に関するガイドライン」が改定され、「水位周知河川」

及び「その他河川」の洪水について、水位が急上昇する前の早い段階から避難準備・高齢者等避難開始等の

発令を可能とするために、「流域雨量指数の予測値」等も用いる判断基準が新たに追記された。

避難準備・⾼齢者等避難開始 避難勧告 避難指⽰（緊急）

洪
⽔
予
報
河
川

１：指定河川洪⽔予報により、A川のB⽔位観測所の⽔位が避難判断⽔位で
ある○○mに到達し、かつ、⽔位予測において引き続きの⽔位上昇が⾒
込まれている場合

２：指定河川洪⽔予報の⽔位予測により、A川のB⽔位観測所の⽔位が氾濫
危険⽔位に到達することが予想される場合（急激な⽔位上昇による氾濫
のおそれのある場合 ）

３：軽微な漏⽔・浸⾷等が発⾒された場合
４：A川のB⽔位観測所の⽔位が○○ｍを超えた状況が○○時間継続した場
合（堤防からの漏⽔等の発⽣のおそれが⾼まった場合）

５：強い降⾬を伴う台⾵の接近・通過等により、深夜・早朝に避難準備・
⾼齢者等避難開始を発令するような状況が想定される場合

１：指定河川洪⽔予報により、A川のB⽔位観測所の⽔位が氾濫危険
⽔位である○○mに到達した場合

２：指定河川洪⽔予報の⽔位予測により、A川のB⽔位観測所の⽔位
が堤防天端⾼（⼜は背後地盤⾼）を越えることが予想される場合
（急激な⽔位上昇による氾濫のおそれのある場合 ）

３：異常な漏⽔・浸⾷等が発⾒された場合
４：強い降⾬を伴う台⾵の接近・通過等により、深夜・早朝に避難
勧告を発令するような状況が想定される場合

１：決壊や越⽔・溢⽔の発⽣⼜は氾濫発⽣情
報が発表された場合

２： A川のB⽔位観測所の⽔位が、氾濫危険
⽔位である○○mを越えた状態で、指定河
川洪⽔予報の⽔位予測により、堤防天端⾼
（⼜は背後地盤⾼）である○○mに到達す
るおそれが⾼い場合（越⽔・溢⽔のおそれ
のある場合）

３：異常な漏⽔・浸⾷の進⾏や⻲裂・すべり
等により決壊のおそれが⾼まった場合

４：樋⾨・⽔⾨等の施設の機能⽀障が発⾒さ
れた場合（発令対象区域を限定する）

⽔
位
周
知
河
川

１：⽔位到達情報により、A川のB⽔位観測所の⽔位が避難判断⽔位である
○○mに到達した場合

２：A川のB⽔位観測所の⽔位が⽔防団待機⽔位（⼜は氾濫注意⽔位）を越
えた状態で、次の①〜③のいずれかにより、急激な⽔位上昇のおそれが
ある場合

①B地点上流の⽔位観測所の⽔位が急激に上昇している場合
②A川の流域⾬量指数の予測値が洪⽔警報基準に到達する場合
③B地点上流で⼤量⼜は強い降⾬が⾒込まれる場合（実況⾬量や予測⾬量
において、累加⾬量が○○mm以上、または時間⾬量が○○mm以上と
なる場合）

３：軽微な漏⽔・浸⾷等が発⾒された場合
４：強い降⾬を伴う台⾵の接近・通過等により、深夜・早朝に避難準備・
⾼齢者等避難開始を発令するような状況が想定される場合

※避難判断⽔位、氾濫注意⽔位、⽔防団待機⽔位のいずれもが設定されて
いない場合、１、２の代わりとして、洪⽔警報の発表に加え、さらに上
記の①〜③を参考に発令することが考えられる。

１：⽔位到達情報により、A川のB⽔位観測所の⽔位が氾濫危険⽔位
（洪⽔特別警戒⽔位）である○○mに到達した場合

２：A川のB⽔位観測所の⽔位が氾濫注意⽔位（⼜は避難判断⽔位）
を越えた状態で、次の①〜③のいずれかにより、急激な⽔位上昇
のおそれがある場合

①B地点上流の⽔位観測所の⽔位が急激に上昇している場合
②A川の流域⾬量指数の予測値が洪⽔警報基準を⼤きく超過する場
合

③B地点上流で⼤量⼜は強い降⾬が⾒込まれる場合（実況⾬量や予
測⾬量において、累加⾬量が○○mm以上、または時間⾬量が
○○mm以上となる場合）

３：異常な漏⽔・浸⾷等が発⾒された場合
４：強い降⾬を伴う台⾵の接近・通過等により、深夜・早朝に避難
勧告を発令するような状況が想定される場合

１：決壊や越⽔・溢⽔が発⽣した場合
２：A川のB⽔位観測所の⽔位が堤防⾼（⼜は
背後地盤⾼）である○○mに到達するおそ
れが⾼い場合（越⽔・溢⽔のおそれのある
場合）

３：異常な漏⽔・浸⾷の進⾏や⻲裂・すべり
の発⽣等により決壊のおそれが⾼まった場
合

４：樋⾨・⽔⾨等の施設の機能⽀障が発⾒さ
れた場合（発令対象区域を限定する）

そ
の
他
河
川
等

１：A川のB⽔位観測所の⽔位が○○m（⽔防団待機⽔位等）に到達し、次
の①〜③のいずれかにより、引き続き⽔位上昇のおそれがある場合

①B地点上流の⽔位観測所の⽔位が上昇している場合
②A川の流域⾬量指数の予測値が洪⽔警報基準に到達する場合
③B地点上流で⼤量⼜は強い降⾬が⾒込まれる場合（実況⾬量や予測⾬量
において、累加⾬量が○○mm以上、または時間⾬量が○○mm以上と
なる場合）

２：軽微な漏⽔・浸⾷等が発⾒された場合
３：強い降⾬を伴う台⾵の接近・通過等により、深夜・早朝に避難準備・
⾼齢者等避難開始を発令するような状況が想定される場合

※⽔位を観測していない場合、１の代わりとして、洪⽔警報の発表に加え、
さらに上記の②または③を参考に発令することが考えられる。

１：A川のB⽔位観測所の⽔位が○○m（氾濫注意⽔位等）に到達し、
次の①〜③のいずれかにより、引き続き⽔位上昇のおそれがある
場合

①B地点上流の⽔位観測所の⽔位が上昇している場合
②A川の流域⾬量指数の予測値が洪⽔警報基準を⼤きく超過する場
合

③B地点上流で⼤量⼜は強い降⾬が⾒込まれる場合（実況⾬量や予
測⾬量において、累加⾬量が○○mm以上、または時間⾬量が
○○mm以上となる場合）

２：異常な漏⽔・浸⾷等が発⾒された場合
３：強い降⾬を伴う台⾵の接近・通過等により、深夜・早朝に避難
勧告を発令するような状況が想定される場合

※⽔位を観測していない場合、１の⽔位基準の代わりに、カメラ画
像、⽔防団からの報告等の現地情報を可能な限り活⽤した上で、
上記の②または③を参考に発令することが考えられる。

１：決壊や越⽔・溢⽔が発⽣した場合
２：A川のB⽔位観測所の⽔位が堤防⾼（⼜は
背後地盤⾼）である○○mに到達するおそ
れが⾼い場合（越⽔・溢⽔のおそれのある
場合）

３：異常な漏⽔・浸⾷の進⾏や⻲裂・すべり
の発⽣等により決壊のおそれが⾼まった場
合

４：樋⾨・⽔⾨等の施設の機能⽀障が発⾒さ
れた場合（発令対象区域を限定する）

内閣府「避難勧告に関するガイドライン」（平成29年1月改定）

流域雨量指数の活用
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・担当職員の連絡態勢
確立

・気象情報や雨量の状
況を収集

・注意呼びかけ

・警戒すべき区域の巡回

・避難場所の準備・開設

・必要地域に
避難準備・高齢者等

避難開始を発令

・応急対応態勢確立

・必要地域に
避難勧告

・避難呼びかけ

・特別警報が発表され非
常に 危険な状況である
ことの住民への周知

・警報の住民への周知

・必要地域に
避難指示（緊急）

・直ちに最善を尽くして
身を守るよう住民に呼
びかけ

住民大雨
タイムラインに活用する情報等

雨・風の影響を受け
やすい地区・避難困
難者は早めの行動！

約１日程度前
大雨の可能性が
高くなる

半日～数時間前
大雨始まる

数時間前～
２時間程度前

強さ増す

大雨が一層激しくなる

広い範囲で数十年に
一度の大雨

洪水害浸水害土砂災害
注意・警戒の対象とする災害

大雨に関する気象情報

大雨に関する気象情報

市町村の対応

防災気象情報のタイムラインへの利用

台風

台風上陸１日前

台風上陸
1２時間前

0時間前

台風発生

気象庁が発表する
台風情報等

台風上陸３日前 台風情報
（７２時間予報）

※台風に関する
記者会見

災害発生の
危険性

台風接近

台風上陸

※台風に関する
記者会見
（特別警報発表の
可能性）

台風情報
（24時間予報、以
降３時間毎）

台風情報
（５日進路予報）

警報級の可能性(5日先)の確認

危険度を色分けした時系列の確認

高解像度ﾚｰﾀﾞｰﾅｳｷｬｽﾄによる降雨の確認

警報級の可能性(24時間先)の確認

流域雨量指数の時系列情報の確認

洪水警報の危険
度分布の確認

浸水被害の危険
度分布の確認

土砂災害の危険
度分布の確認認

洪水警報の危険
度分布の確認

浸水被害の危険
度分布の確認

土砂災害の危険
度分布の確認認

高解像度ﾚｰﾀﾞｰﾅｳｷｬｽﾄによる降雨の確認

大雨に関する気象情報

記録的短時間大雨情報

流域雨量指数の時系列情報の確認

危険度を色分けした時系列の確認

台風情報
（上陸情報）

洪水警報の危険
度分布の確認

浸水被害の危険
度分布の確認

土砂災害の危険
度分布の確認認

高解像度ﾚｰﾀﾞｰﾅｳｷｬｽﾄによる降雨の確認

危険度を色分けした時系列の確認

高解像度ﾚｰﾀﾞｰﾅｳｷｬｽﾄによる降雨の確認
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ただちに命を守
る行動をとる！
（避難場所へ避難す

るか、外出すること

が危険な場合は家の

中で安全な場所にと

どまる）

自治体が発表する避
難に関する情報に注
意し、必要に応じて
速やかに避難

気象情報・空の変化
に注意

最新の情報に注意し
て、災害に備えた早
めの準備を

警報級の可能性(24時間先)の確認



大雨（浸水害）警報・注意報基準(案)
洪水警報・注意報基準(案）

‐会津北部・中部‐

福島地方気象台

３月７日福島県TV会議資料
一部変更あり
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参 考

会津北部

二次細分
区域名

基準Ⅲ 基準Ⅱ
（警報基準）

基準Ⅰ
（注意報基準）

現行警報 現行注意報

喜多方市 15 12 7 R1=60 R1=40

北塩原村 16 12 8 R1=60 R1=40

西会津町 15 11 8 平坦地R1=50
平坦地以外R1=60

平坦地R1=30
平坦地以外R1=40

磐梯町 17 13 6 R1=60 R1=40

猪苗代町 15 12 8 平坦地R1=60
平坦地以外R1=70

R1=40

基準値（Ⅲ／Ⅱ／Ⅰ）
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注）洪水警報、注意報の基準には、このほかに指定河川洪水予報基準がある。

洪水警報・注意報基準（福島県 会津 北部）

基準Ⅲ
単独基

準
単独基

準
単独基

準
単独基

準
単独基

準

流域雨
量指数

流域雨
量指数

流域雨
量指数

表面雨
量指数

流域雨
量指数

流域雨
量指数

表面雨
量指数

流域雨
量指数

流域雨
量指数

雨量
流域雨
量指数

流域雨
量指数

雨量

一ノ戸川 25.1 22.8 22.3 5 18.2 14.6 5 17 14
濁川 24.4 22.2 17.7 11 9
田付川 15.4 14.0 11.2 9.0 6 12 10
大塩川 22.4 20.0 18.0 5 16.0 12.8 5 15 7
姥堂川 9.5 8.6 6.9 5.6 6
阿賀川 54.8 5 30 R=35 30 R1=25

大塩川 17.7 16.1 12.8 10.2 6 16 11
三ノ森川 6.8 6.2 4.9

長瀬川 29.4 26.7 21.3 12 7

奥川 16.5 15.0 14.7 6 12.0 9.6 6 14 11
笹川 8.5 7.7 6.1
長谷川 13.0 11.8 9.4 9 7

阿賀川 104.6 92.9 90.0 6 74.3 71.3 5 45 R1=30 45 R1=20

前川 5.4 4.9 3.9
小屋川・大谷10.6 9.6 7.7 10 6

滝尻川 4.5 4.1 3.3

高橋川 7.7 5.4 4.3
小黒川 7.4 6.7 5.1 6 4.9 4.0 5
長瀬川 35.5 32.3 25.8 20 14
酸川 19.3 17.5 14.0
大倉川 22.7 20.6 16.4 10 7

R1=40

平坦地：

R1=60

平坦地以

外：R1=70

R1=40

R1=60 R1=40

R1=60 R1=40

平坦地：

R1=50

平坦地以

外：R1=60

平坦地：

R1=30

平坦地以

外：R1=40

R1=60

複合基準

現行警報基準 現行注意報基準

複合基準

雨量

猪
苗
代
町

基準Ⅱ(警報基準) 基準Ⅰ(注意報基準)

雨量

複合基準 複合基準

主な河川

北
塩
原
村

西
会
津
町

磐
梯
町

喜
多
方
市

４月１４日案
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福島県 会津 北部
基準設定河川における過去の外水氾濫の捕捉状況（中小河川）

喜多方市：大塩川
1995年8月4日 床上35、床下 140

西会津町：奥川
1998年8月13日 床上1、床下 1

猪苗代町：高橋川
1995年8月4日 床下 4
2002年7月11日 床下 5
2002年10月2日 床下 6

猪苗代町：小黒川
2002年10月2日 床下 3

流域雨量指数計算河川のうち、重要水防箇所等の設定がある河川を基準設定河川としている。
外水氾濫事例は水害統計に記載されている事例（赤枠：警報事例、黄枠：注意報事例）

緑線：流域雨量計算河川

赤線：洪水予報の指定河川
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会津中部

二次細分区
域名

基準Ⅲ 基準Ⅱ
（警報基準）

基準Ⅰ
（注意報基準）

現行警報 現行注意報

会津若松市 18 11 7 平坦地R1=50
平坦地以外R1=60

R1=30

郡山市湖南 15 11 8 R3=100 R3=70

会津坂下町 17 11 7 R3=80 R3=50

湯川村 18 11 8 R3=80 R3=50

柳津町 15 11 7 R1=60 R1=30

三島町 15 11 8 R1=60 R1=40

金山町 15 11 6 R3=80 R3=50

昭和村 16 9 5 R1=50 R1=30

会津美里町 16 11 6 R1=50 R1=30

基準値（Ⅲ／Ⅱ／Ⅰ）
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注）洪水警報、注意報の基準には、このほかに指定河川洪水予報基準がある。

洪水警報・注意報基準（福島県 会津 中部）1

基準Ⅲ
単独基

準
単独基

準
単独基

準
単独基

準
単独基

準

流域雨
量指数

流域雨
量指数

流域雨
量指数

表面雨
量指数

流域雨
量指数

流域雨
量指数

表面雨
量指数

流域雨
量指数

流域雨
量指数

雨量
流域雨
量指数

流域雨
量指数

雨量

宮川 27.8 25.3 20.2 20.2 5 8 6
湯川 14.3 13.0 10.4 8 6
原川 10.8 9.8 7.8 8 6
氷玉川 11.2 10.2 8.1 6.5 5 10 8
阿賀川

常夏川 7.6 6.9 5.5 14 6 R3=80 8 6 R3=30

菅川 9.4 8.5 6.8

舟津川 15.3 13.9 11.9 7 11.1 8.9 6

只見川 80.2 72.7 52.5 5 58.1 47.3 5 52 42
旧宮川 7.5 6.8 5.4 5.4 5
宮川 27.7 25.2 20.1 20.1 5

阿賀川 49.1 5 35.8 5 40 R3=45 40 R3=30

溷川 22.2 20.2 16.1
湯川 15.8 14.4 11.5
阿賀川

只見川 84.0 76.4 59.6 5 61.1 53.6 5 54 43
銀山川 8.7 7.9 6.3

滝谷川 19.8 18.0 14.4 14.4 5 16 13

只見川 82.5 75.0 60.0 48.0 5 53 42
滝谷川 20.0 18.2 14.5 17 14

大谷川 11.2 10.2 8.1 8.1 5 12 10

平坦地：

R1=50

平坦地以

外：R1=60

R1=30

R3=80 R3=50

R3=80 R3=50

R1=60 R1=30

R1=60 R1=40

R3=100 R3=70

複合基準

現行警報基準 現行注意報基準

複合基準

雨量

柳
津
町

三
島
町

会
津
坂
下
町

湯
川
村

会
津
若
松
市

郡
山
市
湖
南

基準Ⅱ(警報基準) 基準Ⅰ(注意報基準)

雨量

複合基準 複合基準

主な河川

４月１４日案
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注）洪水警報、注意報の基準には、このほかに指定河川洪水予報基準がある。

洪水警報・注意報基準（福島県 会津 中部）2

基準Ⅲ
単独基

準
単独基

準
単独基

準
単独基

準
単独基

準

流域雨
量指数

流域雨
量指数

流域雨
量指数

表面雨
量指数

流域雨
量指数

流域雨
量指数

表面雨
量指数

流域雨
量指数

流域雨
量指数

雨量
流域雨
量指数

流域雨
量指数

雨量

只見川 78.0 70.7 63.6 5 56.5 31.0 5 53 42
野尻川 26.4 24.0 19.2 17 14

山入川 7.8 7.1 5.6 5.6 5

滝谷川 10.0 9.1 7.2 7.2 5 9 7
野尻川 24.2 22.0 17.3 9 17.6 14.1 6 16 13
玉川 18.2 16.5 13.2 9 7

見沢川 11.1 10.1 8.0 6.4 6

宮川 27.8 25.3 20.2 20.2 5 11 9
佐賀瀬川 8.1 7.4 5.9 9 7
氷玉川 10.7 9.4 8.4 5 7.5 6.0 5 11 9
藤川川 8.7 7.9 6.3 5.0 5

阿賀川

R3=80 R3=50

R1=50 R1=30

R1=50 R1=30

複合基準

現行警報基準 現行注意報基準

複合基準

雨量

金
山
町

昭
和
村

会
津
美
里
町

基準Ⅱ(警報基準) 基準Ⅰ(注意報基準)

雨量

複合基準 複合基準

主な河川

４月１４日案
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福島県 会津 中部
基準設定河川における過去の外水氾濫の捕捉状況（中小河川）

会津美里町：氷玉川
2002年7月11日 床上12、床下 12

会津坂下町：只見川
2011年7月31日 床上 8、床下 6

柳津町：滝谷川
2004年7月14日 床上３ 床下1

三島町：大谷川
2011年7月30日 床上1

金山町：只見川
2011年7月31日 床上 11、床下 19

昭和村：滝谷川
2004年7月14日 床下3

流域雨量指数計算河川のうち、重要水防箇所等の設定がある河川を基準設定河川としている。
外水氾濫事例は水害統計に記載されている事例（赤枠：警報事例、黄枠：注意報事例）

緑線：流域雨量計算河川

赤線：洪水予報の指定河川
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